
外来種とは、人間の活動によって外国や他の地域から入ってきたり、分布を拡げた生物
のことをいいます。

外来種は、以下に示すような悪影響を及ぼすことから、近年大きな問題となっています。

環境省作成資料より

外来種が及ぼす影響



身近にもいる！外来種たち

「特定外来生物による生態系に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）」に基づき、１５６種類(R2.11.2現在)が
「特定外来生物」に指定されています。このうち、石川県内には、少なくとも次の１４種が確認されています。

このほか、法的な規制はないものの、生態系に被害を及ぼすおそれのある外来種として、環境省・農林水産省によ
り選定されているアメリカザリガニやミシシッピアカミミガメなどが生息しています。

・ 飼育、栽培、保管及び運搬が禁止されます。

→研究目的などで、適正に管理する施設を持っているなどの特別な場合には許可されます。

・ 輸入することが禁止されます。

→飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。

・ 野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。

・ 飼養等の許可を受けた者が、許可を持っていない者に譲渡、引渡し、販売することなどが禁止されます。

・ 許可を受けて飼養等する場合は、その個体等にマイクロチップを埋め込むなどの個体識別等の措置を講

じる義務があります。

石川県生活環境部自然環境課

〒920-8580 石川県金沢市鞍月１－１ TEL：076-225-1476 FAX：076-225-1479

E-mail：e170500@pref.ishikawa.lg.jp http://www.pref.ishikawa.lg.jp/sizen/index.html

我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種

「外来生物法」では何が規制される？

※ これらの項目に違反した場合、個人の場合、最高で懲役３年以下もしくは３００万円以下の罰金、

法人の場合１億円以下の罰金が科せられます。

県内で確認されている特定外来生物

コクチバスアライグマ ウシガエル

アレチウリ オオハンゴンソウ

ミシシッピアカミミガメ

外来種被害予防三原則

１ 入れない ・・・外来種をむやみに日本に入れない

２ 捨てない ・・・飼っている外来種を野外に捨てない

３ 拡げない ・・・すでにいる外来種を他地域に拡げない

オオキンケイギク

アメリカザリガニ

特定外来生物とは異なり、法的な規制はないものの、我が国の
生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種として、注意が
必要な生物をいいます。

県内にはアメリカザリガニやミシシッピアカミミガメ、白山のオオ
バコ等が生息・生育しています。

アライグマ ウシガエル オオクチバス ブルーギル

セアカゴケグモ

カダヤシ

カミツキガメ オオカワヂシャ

ソウシチョウ

オオフサモ
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